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別紙 

 

令和７年４月１日から建築確認申請等の手数料が変わります 

 

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

等の一部を改正する法律（令和４年法律第６９号）が、令和７年４月に完全施行され、

原則として全ての新築住宅等に省エネルギー基準適合が義務づけられること等を踏ま

えて、令和７年４月１日以降の建築関係の手続きに関する事務の手数料の額を変更しま

すのでご留意願います。 

 

１ 秋田県建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料徴収条例の主な改正内容 

  ※手数料の額については、表１又は表２を参照願います 

⑴  一戸建ての住宅等の建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料について 

  建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正により、原則として

全ての新築住宅等に省エネルギー基準適合が義務づけられるため、一戸建ての住宅や

小規模の非住宅の建築物エネルギー消費性能適合性判定申請の手数料の額を定めま

す。 

 

⑵  簡易な評価方法等に係る認定手数料等について 

  建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請において、一戸建て住宅等に係る簡

易な評価方法の手数料や審査の負担が少ない工場等の認定手数料の額を定めます。 

 

２ 秋田県建築基準法関係手数料の主な改正内容 

※手数料の額については、表３を参照願います 

⑴  確認申請及び完了検査等の手数料について 

  建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正に

より、小規模な建築物の審査項目の追加や省エネ基準の審査・検査が追加されるため、

建築物に関する確認申請（計画通知）及び完了検査申請 （工事完了通知）に関する事

務の手数料の額を引き上げます。 

 

⑵  建築確認申請手数料の経過措置について 

  令和６年度に申請され、令和７年３月３１日までに確認済証の交付を受けていない

建築確認申請のうち、改正建築基準法の施行により 「建築確認において省エネ基準の

審査が必要になる場合」及び「特例の縮小に伴い建築確認の審査項目が追加される場

合」は確認済証交付時に、申請時に支払った手数料と改正後の手数料の差額を徴収し

ます。 
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  ※建築確認・検査の内容の見直し等は、令和７年４月１日以後に工事に着手するも

のについて適用されます。建築確認申請から確認済証の交付まで一定の審査期間

が必要となりますので、時間的余裕をもって建築確認等の申請をお願いします。 

 

３ 秋田県低炭素建築物新築等計画認定等手数料徴収条例の主な改正内容 

※手数料の額については、表４を参照願います 

  低炭素建築物新築等計画の認定申請において、一戸建て住宅等に係る簡易な評価方

法の手数料や審査の負担が少ない工場等の認定手数料の額を定めます。 

 

 

 【参考１】省エネルギー基準適合義務の範囲拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【参考２】手続きの流れ 

 


